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足立区は、性別等を理由にあらゆる差別を行ってはならないという人権尊重の考え

の下、家庭生活や職場、教育、地域、社会活動、政策決定の場など、社会の様々な場

において、すべての区民が性別に関わらず、対等な立場であらゆる活動に参画し、個

性とその能力を十分に発揮できるまちを目指していきます。 

 

 

本計画は、男女共同参画社会の実現やジェンダーに関する様々な問題を人権課題と

捉え、施策の強化・推進を図っていくための指針となるものです。 

足立区では、昭和５８年に第１次計画として「婦人問題解決のための足立区行動計

画」を策定し、平成１５年には「足立区男女共同参画社会推進条例」を制定しまし

た。第８次計画となる本計画からはＳＤＧｓの要素を反映するなど、社会情勢に応じ

た改定を重ねながら、男女共同参画社会の実現に向けて取り組んでいます。 

 

昨今、新型コロナウイルス感染症が、特に女性の就業や生活へ影響を与えていま

す。非正規雇用やひとり親世帯の女性が抱える課題がより深刻化かつ顕在化すると

ともに、令和２年度には、全国の配偶者暴力相談センターと内閣府の相談窓口を合

計したＤＶ相談件数が前年度比約１．６倍になったことも特徴です。 

足立区でも、令和２年度から令和３年度にかけて、女性相談の件数が約１．２倍に

増加しました。一方で、令和３年度に区が実施した「足立区男女共同参画に関する区

民意識調査」では、区や警察の相談窓口を知っていても相談につながっていないとい

う現状が課題として見えてきました。 

また、この意識調査の結果から「男女の地位の平等感」については、未だに全ての

世代で男女の意識差が見られます。その要因の一つでもある「固定的な性別役割分担

意識」等の「アンコンシャス・バイアス（無意識の偏見・思い込み）」を無くしてい

くためには、性別に関わらず社会全体の意識改革が必要です。 

 

 

 

すべての区民が性別にかかわりなく個人として尊重され、対等な立場であらゆる 

活動に参画し責任を分かち合いながら、個性とその能力を十分に発揮できる社会



 

本計画は、足立区男女共同参画推進委員会からの提言を尊重するとともに、区民か

らの意見や要望を反映して改定を行っています。 

本計画の上位計画である「足立区基本計画」は、「ＳＤＧｓ」の理念を踏まえ、施

策の展開を行っています。本計画において目指す姿として掲げている「すべての区民

が性別に関わりなく個人として尊重され、対等な立場であらゆる活動に参画し責任を

分かち合いながら、個性とその能力を十分に発揮できる社会の実現」に取り組むこと

は、ＳＤＧｓの「ＧＯＡＬ５ ジェンダー平等を実現しよう」の目標達成につながる

だけでなく、ＳＤＧｓの他の目標にも寄与するものです。 

本計画は、令和５年４月１日～令和１０年３月３１日までの５年間を計画期間と

し、毎年度進捗確認を行ったうえ、令和９年度に改定作業を行います。 
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暴力や性に関する悩みなど、まずはご相談ください 
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